
株式会社 安城造園土木 一般事業主行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 ３年１０月 １日 ～ 令和 ６年 ９月３０日までの ３年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和３年１０月～ 社員ニーズの把握、検討開始 

●令和３年１１月～ 年次有給休暇の取得方法の簡略化を定め、周知する 

●毎月～      年次有給休暇の取得状況を把握、周知した上で年次有給休暇 

取得の計画について個別に話し合いを行う 

 

目標：年次有給休暇の取得促進を継続的に図り、利用しやすい環境を整備する。 


